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   市民一人ひとりが自分らしく幸せに暮らす 

武雄市をめざして 

 

 

武雄市では誰もが幸せに暮らせるまちを目指しています。一人ひとりが幸せである

と実感できるには、不安や心配がなく安心して日々を過ごせることだと思います。 

しかしながら、暮らしの中で様々な要因が複雑に絡み合うと、自殺に至ってしまうこ

とがあります。自殺は、その多くは追い詰められた末の死といわれており、その多くが

防ぐことのできる社会的な問題とされています。 

武雄市の自殺者数は年々減少傾向ですが、毎年 10 人ほどの尊い命が失われており、

深刻な状況にあるといえます。自殺は健康の問題だけではなく家庭の問題や経済的な

問題など様々な要因があり、関係機関の連携の強化や地域づくりが求められます。自殺

対策は、一個人の問題としてではなく、社会全体の問題としてとらえ取り組まなければ

ならない喫緊の課題と言えます。 

本計画では国の自殺対策大綱に基づき、「市民一人ひとりが自分らしく幸せに暮らす

まち～誰も自殺に追い込まれることのない武雄市をめざして～」を基本理念とし、「生

きることの包括的支援」として自殺対策を推進していきます。 

本計画では市民の皆様の大切な命を守るために、行政、地域、関係機関が行う取組を

中心にまとめています。市民の皆様には、自殺に関する理解を深めていただき、自殺対

策の担い手として、身近な人のこころの SOS に気づき、耳を傾けていただきますよう

お願いいたします。 

最後になりますが、本計画策定にあたり、ご協力をいただきました武雄市健康づくり

推進協議会の委員の皆様をはじめ関係機関の皆様、ご意見をいただきました市民の皆

様へ心から感謝申し上げます。 

 

 

  ２０１９年３月 

 

                     武雄市長  小 松  政 
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第1章 計画の概要 

 

１．計画策定の趣旨 

我が国の自殺対策は平成１８年に自殺対策基本法が制定されて以降、それまでの「個

人の問題」から「社会の問題」へと広く認識されるようになり総合的に推進した結果、

自殺者の年次推移は減少傾向にあります。しかし、依然、自殺者累計は毎年２万人を超

える状況で非常事態は続いているといえます。 

このような中、平成２８年に自殺対策基本法が改正され、全ての自治体が自殺対策計

画の策定を義務付けられ、地域レベルでの自殺対策をさらに推進することとされまし

た。 

本市においても年次によっての差はありますが、年間自殺者数は２桁台に上ること

が多く、平成２９年の自殺者数は１１人、自殺死亡率は２２．１４で全国や県を上回っ

ています。自殺の原因は「健康問題」「経済的問題」「家庭問題」等様々なことが複雑に

絡み合っていることが多く、個人の問題としてだけでなく地域全体で取組んでいくこ

とが重要です。 

こうしたことから、武雄市においても全ての人がかけがえのない個人として尊重さ

れる社会、「誰も自殺に追い込まれることがない社会」の実現を目指し、武雄市自殺対

策基本計画を策定します。 

本計画は、市民の大切な命を守るために、行政、地域、関係団体等が「生きることへ

の包括的な支援」を行うための計画とします。 

 

２．計画の位置づけ 

 本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項に基づく「市町村自殺対策計画」として、

「自殺総合対策大綱」や「佐賀県自殺対策基本計画」の方針を踏まえて策定するもので

す。 

 また、武雄市の関連する計画、「健康増進計画（武雄市たっしゃかプラン２１）」「障

がい者計画」「高齢者福祉計画」「介護保険事業計画」「子ども・子育て支援事業計画」

等との整合性を図り、取組についても連携をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱 

佐賀県 

自殺対策基本計画 

武雄市 

自殺対策計画 

武雄市の関連の高い計画 

 

地域福祉計画 

健康増進計画 

障がい者計画 

高齢者福祉計画 

介護保険事業計画 

子ども・子育て支援事業計画 
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３．計画の期間 

本計画は２０１９年度から２０２８年度までの１０か年計画とし、５年を目途（２０

２４年）に中間評価を行うこととします。また、今後の社会情勢の変化や国・県の計画

変更に合わせ必要により適宜見直しを行います。 
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第２章 武雄市の現状と課題 

◇自殺の統計については厚生労働省の自殺の基礎資料と自殺総合対策推進センターの地域

自殺実態ファイルに基づいています。 

 

１ 自殺者の推移 

 厚生労働省の地域における自殺の基礎資料によると、２００９年から２０１７年までの

武雄市の年間自殺者数は１０人前後であり、3年ごとの推移では減少傾向にあります。 

【武雄市の自殺者数の推移】 

 

出典：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 

 

人口１０万人当たりの自殺による死亡率を示す自殺死亡率（以下「自殺率」という。）

は、全国や佐賀県と比べ、高い年があります。 

【自殺率の推移】 

 

出典：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 
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２ 性別・年齢別の特徴 

 性別の自殺者数の割合は２００９年から２０１７年までの合計でみると男性は７８人

で７５．７％、女性が２５人で２４．３％です。 

 佐賀県（男性７２．９％、女性２７．１％）や全国（男性６９．６％、女性３０．４％）

と比べると、男性の割合がやや高い傾向にあります。 

【性別の割合】 

   

出典：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 

  

年代別自殺者数の割合は２００９年から２０１７年の合計でみると、５０歳代が２２．

３％、４０歳代が２１．４％、ついで６０歳代・７０歳代の順となっています。佐賀県や

全国と比べると、４０歳代、５０歳代、７０歳代が多い傾向にあります。 

【年代別割合】 

 

20歳

未満
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

80歳

以上 不詳

武雄市 2.9% 7.8% 6.8% 21.4% 22.3% 16.5% 15.5% 6.8% 0.0%

佐賀県 1.8% 8.4% 12.4% 15.1% 21.5% 18.0% 12.9% 9.9% 0.0%

全国 2.1% 10.4% 13.7% 16.6% 17.4% 17.4% 12.9% 9.0% 0.4%

年代別

 

出典：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料   
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%

全国

20歳未満
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40歳代

50歳代60歳代

70歳代

80歳以上

不詳

武雄市

佐賀県

全国



5 

 

３ 職業別の特徴 

職業別にみると、２００９年から２０１７年までの合計ではその他の無職者が３５．

９％、被雇用・勤め人が３１．１％、年金・雇用保険等生活者が１４．６％の順となって

います。佐賀県や全国と比較するとその他の無職者の割合と被雇用・勤め人の割合が多く

なっています。 

【職業別割合】 

 

自営業・家族

従業者

被雇用・

勤め人

学生・

生徒等
主婦 失業者

年金・雇用保

険等生活者

その他の

無職者
不詳

武雄市 7.8% 31.1% 1.9% 3.9% 3.9% 14.6% 35.9% 1.0%

佐賀県 11.5% 29.8% 2.3% 5.5% 4.8% 20.1% 25.4% 0.5%

全国 8.2% 27.7% 3.3% 6.9% 5.2% 22.2% 24.7% 1.8%

職業別

 

出典：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 

 

4 同居人の有無 

同居人の有無を見ると、２００９年から２０１７年までの合計では、「あり」が大半を占

めており、男女別にみると女性のほうが同居率は高い。佐賀県や全国と同じ傾向にありま

す。 

【同居人の有無】 

 

出典：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 
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５ 自殺の原因・動機別 

２００９年から２０１７年までの合計では健康問題が３３．１％、経済・生活問題が２０．

３％ついで家庭問題が１４．２％、勤務問題が９．５％の順となっています。自殺未遂歴の

有無は「あり」が１７．５％で佐賀県や全国と比較すると少ない状況です。 

自殺の原因はひとつではなく、多くの場合、多様な要因が重なっているといわれています。

図はNPO 法人自殺対策支援センターライフリンクが行った実態調査から見えてきた「自殺

の危機経路（自殺に至るプロセス）」です。自己の健康意識を持つことに加え、様々な方面

での協力が必要となります。 

【自殺の原因・動機別割合】 

 

  

 

【自殺未遂歴の有無】 

 

出典：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 
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【自殺の危機経路】図 

 

出典：NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク 

 

 

６ 睡眠による休養 

睡眠不足は、疲労感の蓄積や判断力の低下等生活の質を下げる要因になります。また、

こころの病気の症状としても現れることが多いため、注意が必要です。 

国は、健康日本２１で「睡眠による休養が十分に取れていない人」の割合の減少を目標

に掲げています。武雄市国保特定健診問診票によると、４０～５０歳代の男女とも、国の

基準値である２３．１％より多く、休養が十分に取れていない人が全年齢で増加傾向にあ

ります。 

【睡眠による休養を十分に取れていない人の割合】 

 
出典：武雄市国保特定健診結果 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 2016年度 2017年度

40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

男 25.2% 33.1% 27.9% 25.2% 21.0% 27.4% 16.7% 21.4%

女 25.6% 40.0% 36.5% 36.3% 25.4% 28.6% 20.2% 26.3%
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国の目標値 



8 

 

７ 産後うつ病スクリーニング 

産後うつ病は、出産後１～２週から数カ月以内に産婦の約１０％程度がかかるといわれ

ています。産後はホルモンバランスが不安定になり、育児のストレスや家事との両立など

様々な要因が重なり、うつ病に似た症状がおこります。その状態が長期間持続することに

より、子どもの成長に悪影響を及ぼす危険性も高くなります。 

武雄市では産後うつ病質問票を用いて支援を行っており、支援が必要といわれる９点以

上の産婦は１０％程度を占めています。妊娠期から妊婦及びその家族が、正しく理解し対

処することが早期発見・早期支援につながるため、医療機関と連携し支援体制を構築する

ことが必要となります。 

 【産後うつ病質問票高得点者（９点以上）の割合】 

人数 割合

2016年度 400人 393人 98.25% 43人 10.94%

2017年度 432人 428人 99.1% 40人 9.34%

配布 回収 回収率
９点以上

 

出典：武雄市産後うつ病質問票調査 

 

８ 子どもの育てにくさを感じたときに対処できる親の割合 

親が感じる育てにくさには、子どもの心身状態や発達・発育の偏り、疾病等によるも

の親の子育て経験の不足や知識不足によるもの、親の心身状態の不調等によるもの、家

庭や地域など親子を取り巻く環境との関係で生じるもの、あるいは支援の不足によるも

の等多面的な要素を含みます。国は『健やか親子２１』では「育てにくさを感じたとき

に対処できる親の割合」の増加を目標に掲げています。『健やか親子アンケートに』よ

ると、どの健診でも国の目標値である９０％より低い状況にあります。 

支援に際しては、親の発する育てにくさのサインに気付き、子ども、親、そして親子

の関係の多様性を包容する姿勢が求められます。寄り添う支援の充実に向け、子育て世

代包括支援センターを中心にその周知と関係機関との連携を図る必要があります。 

【子どもの育てにくさを感じたときに対処できる親の割合】 

 

出典：武雄市健やか親子アンケート 

 

2015年度 2016年度 2017年度

4か月児健診 73.3% 64.3% 76.9%

1.6歳児健診 73.0% 82.1% 74.2%

3.6歳児健診 78.1% 78.1% 82.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
国の目標値 
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第３章 自殺対策の基本的な考え方 

１．基本理念 

自殺の多くは、追い込まれた末の死であるといわれています。自殺の背景には、精神保

健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社

会的要因があることが知られています。 

自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やす双方

の取組を通じて「生きることの包括的支援」として、社会全体の自殺リスクを低下させる

とともに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開していきます。 

自殺総合対策大綱では、自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて確認し、

「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出して、「誰も自殺に追い込まれるこ

とのない社会の実現」を目指すとされています。 

武雄市においても「市民一人ひとりが自分らしく幸せに暮らすまち～誰も自殺に追い込

まれることのない武雄市をめざして」を基本理念として、全庁的に、また関連機関との連

携を図りながら市民の皆様とともに自殺対策を推進していきます。 

 

 

    

出典：NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク 
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２．基本方針 

本市では自殺総合対策大綱の考え方に沿って、次の内容を基本方針とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．基本認識 

本市では自殺総合対策大綱に沿って、次の３つを基本認識とします。 

 

 

 

 

 

 

４．基本目標 

基本目標１ 心の SOSに気づき耳をかたむける 

市民一人ひとりが、自殺の原因についての理解を深め、不安やストレス状態になった

ときに、自ら対処できるように努めます。相手の変化に気づき、声をかけ合い、耳をか

たむけます。 

基本目標２ 人にやさしい支援体制づくり 

自殺は地域全体で防ぐことができるという視点に立って、地域の人々、関係機関、行

政が緊密に連携し、自殺に追い込まれる危険性の高い人に対して、適切な支援を行う体

制を構築します。 

（１）自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。 

（２）年間自殺者は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている。 

（３）地域レベルの実践的な取組を PDCA※サイクルを通じて推進する。 

 

 

 

 

 

（１）生きることの包括的な支援として推進する。 

   １）社会全体の自殺リスクを低下させる。 

   ２）生きることの阻害要因を減らし、生きることの促進要因を増やす。 

（２）関連施施策との有機的な連携強化して総合的に取り組む。 

   １）様々な分野の生きる支援との連携を強化する。 

   ２）「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立 

支援制度などと連携する。 

（３）対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる。 

   １）対人支援・地域連携・社会制レベルごとの対策を連動させる。 

   ２）事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応等の段階ごとに効果的な施策 

を講じる。 

（４）実践と啓発を両輪として推進する。 

１）自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成する。 

２）自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する。 

（５）市、関係団体、民間団体、企業及び市民の役割を認識し、その連携・協働を 

推進する。 

※PDCA とは「Plan＝計画」「Do＝実行」「Check＝評価」「Action＝改善」 
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第 4章 自殺対策における取組 

 

１．基本取組 

地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取組として国から示さ

れている５つの「基本施策」の項目を基本取組とします。 

 

（１）市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

 自殺に追い込まれるという状況は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った

人の心情や背景が理解されにくい現実があります。そうした心情や背景への理解を深め

ることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの問題ではなく、誰もが当事者とな

り得る重大な問題であることについて市民の理解を促進する必要があります。 

また、社会の「自殺は個人の問題である」という誤った認識や偏見を払拭し、個人が

命や暮らしの危機に陥った場合には、誰かに助けを求めることが重要です。そこで、自

分の周りに危機に陥っている人がいることに気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じ

て専門家につなぎ、見守っていくという市民一人ひとりの役割等について意識が共有さ

れるよう啓発を図ります。 

 

取 組 担当課 ・ 関係機関 

自殺対策のリーフレット・啓発グッズ等の

活用 

健康課、武雄杵島地区薬剤師会 

生命の尊さ、DV等人権問題に対する正し

い認識と理解を深めるための講演会の実施 

総務課、男女参画課、生涯学習課 

市報やフェイスブック、庁内サイネージ等

を活用した予防に関する知識や相談の場な

どの情報発信 

広報課 
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（２）生きることの促進要因への支援 

  自殺対策は、自殺につながる要因を減らす取組だけでなく、生きることの促進要因を

増やす取組も合わせて実施していく事が重要です。そこで、普段からの悩みや困りごと

等の相談を地域で気軽に行える体制の整備を図ります。また、子供のころからの生きる

ことへの教育を地域ぐるみで行っていきます。 

取 組 担当課 ・ 関係機関 

相談体制の充実と相談窓口情報の分か

りやすい発信 

健康課、福祉課、こども未来課、学校教育

課、こどもの貧困対策課、地域包括支援セン

ター、子育て総合支援センター、子育て世代

包括支援センター、相談支援センター、武雄

杵島地区医師会、武雄杵島地区薬剤師会、杵

藤保健福祉事務所、武雄市社会福祉協議会 

孤立のリスクを抱える人（ひとり親世

帯・身体及び精神の障害を抱える人

等）を対象とした居場所づくりと周知 

子育て総合支援センター、武雄杵島地区医師

会、武雄杵島地区歯科医師会、武雄市地域婦

人連絡協議会、武雄市老人クラブ連合会、武

雄市母子保健推進協議会、武雄市社会福祉協

議会 

生きがいづくりを通しての居場所づく

りと周知 

学校教育課、生涯学習課、中央公民館、各町

公民館、文化課、武雄市地域婦人連絡協議

会、武雄市老人クラブ連合会、武雄市社会福

祉協議会 

 

（３）自殺対策を支える人材育成 

 自殺対策を推進する上で、相談や支援に係る専門的な人材を育成し、資質の向上を図る

ことは基盤となる重要な取組です。また、誰もが身近な人の悩みや問題に気づき支えあう

ことのできるまちづくりも必要です。 

そこで、「生きることの包括的な支援」に関わる幅広い支援者等に対して、自殺対策に関

する研修等を実施します。 また、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な窓口へつな

ぐことができるように必要な基礎知識の普及を図ります。 

取 組 担当課 ・ 関係機関 

地域でうつ状態にあるものに気づき、支え、

相談機関につなぎ、見守ることができるゲ

ートキーパーの養成 

健康課、福祉課、総務課、地域包括支援セン

ター、武雄商工会議所、杵藤保健福祉事務

所  

相談業務や支援業務に関わる職員への研修

の実施 

健康課、福祉課、総務課、生涯学習課、杵藤

保健福祉事務所 

不登校や引きこもりの児童生徒に対応する

学校教員等への研修の実施 

学校教育課 
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（４）地域におけるネットワークの強化 

自殺の多くは、様々な要因が関係しており、行政、民間団体、市民等が、連携・協力し

て、実効性のある自殺対策を推進していくために、地域のネットワーク強化が重要となり

ます。 

そこで、自殺対策に特化したものだけではなく、他の目的で地域に展開されているネッ

トワークとの連携強化を図ります。 

 

取 組 担当課 ・ 関係機関 

市民が必要なサービスを受けられる体制の

構築 

所管する関係課及び関係団体 

保健・医療・福祉・教育等の関係機関との連

携の強化 

健康課、福祉課、防災危機管理課、男女参画

課、こども未来課、地域包括支援センター、

子育て総合支援センター、子育て世代包括

支援センター、相談支援センター、杵藤保

健福祉事務所 

 

（５）児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

近年、全国的に見た自殺死亡率は低下傾向にあるものの、２０歳未満は概ね横ばいで

推移しています。現代を生きる児童・生徒は、学校や家庭、地域において悩みやストレ

スを抱えおり、それぞれの置かれている状況に沿った支援をしていくことが必要です。 

そこで、児童・生徒自身での気づきを促し、様々な困難やストレスへの対処法を身に付

けるための教育（SOS の出し方に関する教育）を推進し、相談しやすい体制づくりを図り

ます。 

 

取 組 担当課 ・ 関係機関 

児童・生徒・保護者・職員に対する相談窓口

の充実 

学校教育課、福祉課 

命の尊さ等、子どもたちに対する教育 学校教育課 

学校・地域・家庭が連携した子育て環境づ

くり 

学校教育課、生涯学習課 
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２．重点取組 

地域の実態を踏まえた、地域で優先的な課題に対する推進を重点的な取組とします。本

市統計から国・県と比較して 40～50歳代と 70 歳代に自殺者が多いこと、職業別特徴では

被雇用者・勤め人、原因・動機では経済・生活問題が多いと分析できるため、以下の３つ

を武雄市の重点取組とします。 

 

（１）勤務・経営対策 

  自殺の背景には、仕事の失敗、職場の人間関係、職場環境の変化、仕事疲れ等がある中

で、働く者一人ひとりがより良い将来の展望を持ち得るようにする「働き方改革」が国を

挙げて推進されています。 

勤務環境、労働環境の多様化に対応できるよう、単に職域、各事業所での対策だけで

はなく、行政や地域の役割が重要であるため、関係機関と協働して自殺リスクの低減に

向けた取組を推進します。 

 

取  組 担当課 ・ 関係機関 

職場におけるメンタルヘルス対策の推進

（ストレスチェック・健康相談・こころの

相談） 

総務課、学校教育課及び関係団体 

労働等に関する専門相談機関との連携と

「働き方改革※」「ワーク・ライフ・バラン

ス」等情報発信の推進や取り組み 

総務課、男女参画課、商工課、武雄商工会議

所、武雄市商工会 

中小企業対象の融資等支援の充実 
商工課、武雄商工会議所、武雄市商工会、佐

賀県農業協同組合 

※「一億総活躍社会」を実現するため、労働者の処遇改善や長時間労働の是正など労働制度

の抜本的な改革 
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（２）生活困窮者対策 

生活困窮者は、単に経済的な問題だけでなく、心身の健康や人間関係等、様々な問題を

抱えていることが多く、自殺のリスクが高い傾向があります。 

生活困窮者自立支援制度に関わる部署と自殺対策施策の部署が密接に連携し、経済や生

活面の支援のほか、心の健康や人間関係等の視点も含めた包括的な支援を推進します。 

 

取  組 担当課 ・ 関係機関 

生活困窮者が抱える、多様な問題に対する

相談支援と専門部署との連携の強化 

市民協働課、福祉課、健康課、学校教育課、

子育て総合支援センター、子育て世代包括

支援センター、相談支援センター、武雄市

生活自立支援センター 

経済的な負担を軽減するための支援の充実 税務課、健康課、住まい支援課、福祉課、教

育総務課、学校教育課、こどもの貧困対策

課、武雄市社会福祉協議会 

 

（３）高齢者対策 

  高齢者は閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独に陥りやすいことから、地

域包括ケアシステム等と連動した事業の展開を図る必要があります。 

  高齢者特有の課題をふまえつつ、多様な背景や価値観に対応した支援、働きかけが重要

になるため、行政サービス、民間団体の支援等を適切に活用し、生きることの包括的支援

としての施策を推進します。 

 

取  組 担当課 ・ 関係機関 

高齢者が安心して暮らせるまちづくりのため

の地域包括ケアシステムの推進 

健康課、武雄市区長会、武雄市地域婦人連絡

協議会、武雄市老人クラブ連合会、武雄市民

生委員協議会、武雄市社会福祉協議会 

認知症や要介護者、健康に不安がある高齢者

が、安心して在宅生活を送ることができるた

めの個別支援の充実 

健康課、地域包括支援センター、在宅介護支

援センター 

閉じこもり予防のための社会参加の促進 健康課、武雄市区長会、武雄市地域婦人連絡

協議会、武雄市老人クラブ連合会、武雄市社

会福祉協議会、武雄市民生委員協議会 
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３．取組の体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

市民一人ひとりが自分らしく幸せに暮らすまち 

～誰も自殺に追い込まれることのない武雄市をめざして～ 

 

（１） 住民一人ひとりの気づきと 

見守りを促す 
 

（２） 生きることの 

促進要因への支援 
 

（３） 自殺対策を支える 

人材の育成 

 

（４） 地域における 
ネットワークの強化 

 

（５） 児童生徒の SOS の 

  出し方に関する教育 

（１） 勤務・経営対策 

 

（２） 生活困窮者対策 

 

（３） 高齢者対策 

基 本 取 組 重 点 取 組 

地 域  市 民 行 政 

【 基 本 目 標 】 

１．心の SOSに気づき耳をかたむける 

２．人にやさしい支援体制づくり 
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４．計画の推進 

（１）計画の周知 

本計画を推進していくために、市民一人ひとりが自殺対策への重要性を理解し、取組を

行えるよう、市ホームページ等多様な媒体を活用し、市民への周知を行います。 

 

（２）連携体制 

自殺予防やその対策等について、庁内はもちろん、関係機関等との情報共有を図りなが

ら、共通の認識を持ち、連携しながらこの計画の推進を図ります。 

 

（３）進行管理 

本計画の取組状況や目標値については、事務局である健康課にて把握し、計画の適切な

進行管理に努めます。 

 

 

５．目標の設定と評価 

 自殺対策基本法において示されているとおり、自殺対策を通じで目指すのは、「誰も自

殺に追い込まれることのない社会」の実現です。その実現に向けては、対策を進めるうえ

での具体的な数値目標等を定めるとともに、それらの取り組みがどのような効果をあげて

いるかといった検証も行っていく必要があります。 

 国は、自殺総合対策大綱における当面の目標として、「平成３８年（２０２６年）までに

自殺死亡率を平成２７年（２０１５年）と比べて３０％以上減少させる」ことを目標に掲

げています。 

このような国の方針を踏まえながら、武雄市の自殺対策計画の目指すべき目標値として

は、１０年間（２００８年から２０１７年）の自殺者数１１９人を、２０２７年までの１

０年間で概ね３０％減少の８３人以下とすることを目標とします。 

 

 現状 目標 

基準年 2008～2017 2018～2027 

人数 119 人 83人以下 
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